
朝日村地域活性化起業人（企業派遣型）募集要項 

 

１． 募集概要 

総務省の「地域活性化起業人制度推進要綱」に基づき、朝日村と三大都市圏または三

大都市圏外の指定都市・中核市・県庁所在市に所在する企業との間で、社員の派遣およ

び村の指定する業務への従事に関する協定を締結し、当該企業の社員を朝日村へ派遣

していただきます。 

 

２． 募集目的 

朝日村の空き家対策および移住定住促進事業を、下記のとおり支援していただける

外部人材を募集します。 

（1） 空き家バンク売買制度の実施 

・売買を主目的とした空き家バンク制度の確立 

・村内の空き家所有者への登録の働きかけ 

   (2)   移住定住促進事業の包括支援 

      ・移住希望者への住まい確保サポート 

      ・都市圏で開催される移住フェアへの参加、お試し移住への参画 

 

 

３． 募集企業数（人数） 

１社（１人） 

 

４． 応募条件 

次の条件のすべてを満たす社員の派遣が可能な企業であること 

(1) 次のア又はイいずれかに該当する者であること。ただし、入社後３月未満の者を

除く。 

ア 三大都市圏（国土利用計画（全国計画）（平成 20 年７月４日閣議決定）に基づく 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪 

府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。）に所在する企業等に勤務 

する者（三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務 

する者を含む。）であること 

イ 三大都市圏外の指定都市、中核市及び県庁所在市（以下「指定都市等」という。） 

に所在する企業等に勤務する者（三大都市圏外の指定都市等に本社機能を有する 

企業にあっては、三大都市圏外の指定都市等以外の市町村に勤務する者を含む。） 

であること 

 



 

(2) 派遣期間中の主たる勤務地が朝日村にあり、以下の要件を満たす者であること 

ア 派遣期間の各月において、朝日村の開庁日の半分以上、朝日村区域内において業

務に従事すること 

イ 派遣期間の全期間において、朝日村の開庁日の半分を超えて朝日村区域内におい

て業務に従事すること 

(3) 地方公務員法第 16 条に規定する欠格事項に該当しない者であること 

  （4）不動産業の専門知識を有する者であること 

 

５． 派遣形態 

派遣元企業の身分を有したままとする在籍派遣となります。給与等の支給、社会保

険等、年次有給休暇の付与等は、派遣元企業の規定によります。 

 

６． 派遣期間 

協定に定めた日から令和９年３月 31 日まで 

 

７． 所属 

朝日村役場 企画財政課 

 

８． 勤務場所 

朝日村役場（長野県東筑摩郡朝日村大字古見 1555-1） 

 

９． 勤務条件 

派遣職員の勤務時間、休憩時間、休日等については、当村の条例、規則、その他 

の規定に基づきます。 

(1) 勤務時間  午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

(2) 休憩時間  正午から午後１時まで 

(3) 休 日    土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 

12 月 29 日から１月３日までの年末年始期間 

 

１０． 費用負担 

派遣等に要する費用として、村が派遣元企業に対し、一人当たり年額 610 万円を 

限度として負担します。 

（従事開始が年度途中の場合は、月割りにより計算します。千円未満の端数切捨） 

 

 



 

１１． 応募方法 

メールまたは郵送により下記の応募書類を提出してください。 

(1) 朝日村地域活性化起業人（企業派遣型）申込書 

(2) 商業登記簿謄本 

(3) 消費税及び地方税の納税証明書 

（納税証明書の種類は、「その３」または「その３の３」） 

(4) 決算報告書（直近１年間の決算期） 

(5) 暴力団排除に関する誓約書 

(6) 企業経歴書 

(7) 派遣職員職務経歴書（派遣予定者のもの） 

(8) 企画提案書（2.募集目的に記載の(1)および(2)について任意形式で企画提案書 

を作成してください） 

 

１２． 応募期間 

 令和８年５月１日～令和８年５月 31 日 

 

１３． 選考方法 

書類選考の上、応募企業のご担当者と面談を行い、選考させていただきます。  

書類選考の結果につきましては、メールにて通知いたします。 

 

１４． その他 

（1） 総務省の地域活性化起業人制度推進要綱、チェックシート等をご確認のうえ

ご応募ください。 

（2） そのほか、本要項に記載のない事項については、協議の上で決定します。 

 

１５． 問い合わせ先 

朝日村役場企画財政課  

住所：〒390-1188  東筑摩郡朝日村大字古見 1555-1 

電話：0263-99-4107（直通） 

e-mail：kikaku@vill.asahi.nagano.jp 


